
建設業への時間外労働の上限規制適⽤から半年以上が経過しました。慢性的な人⼿不⾜にある建設

業界にとって、この働き⽅改革関連法への対応は、建設各社にとっては多少なりとも負担感があり、企業に

よってはまだ取り組みの途上という企業も⾒聞されるところです。働く環境は徐々に変化が⾒られるものの、

従業員、特に若⼿技術者の育成・定着化といった面では、まだまだ改革されたという状況には至っていない

ように感じます。本セミナーでは、若⼿技術者の育成・定着化をテーマにさまざまな⾓度から提言します。

建設業者の経営者、幹部社員

「若手技術者を育成・定着化するしくみづくり」
～働き方改革！若手社員が働きやすい職場環境を実現するために～

令和6年度若手就業者等育成セミナー

参加対象

内容

県では、未来の建設業を担う人材の育成を支援するために「建設業基盤強化事業」を実施しており、

その一環として、経営者、幹部社員を対象とした「若⼿育成支援セミナー」を開催します。

参加費は無料ですので、ぜひ、お気軽にご参加ください。

■担当講師
スガワラ マサオ

 菅原 政郎 氏
株式会社日本コンサルタントグループ

建設産業研究所 経営コンサルタント

【専門分野】

・建設業の経営診断および調査

・事業戦略策定・中期経営計画策定の支援

・建設業の人事諸制度設計

・建設業の技術者教育

・建設業の階層別教育 など

１．「働き⽅改革」から半年以上経過・・・何が変わった？

１）地域建設業の“働き⽅改革”に関するアンケート調査結果の紹介

２）働き⽅改革と働きがい

２．若⼿技術者の採⽤・育成・定着化

１）学生が求める体験型インターンシップ

２）建設業の生産性向上 ～６つのキーワード～

３）自発的に技術伝承を行っていく組織風土づくり

３．若⼿社員定着化のための環境整備

１）建設工事従事者の安全・健康の確保

２）働き⽅改革と人事制度 ３）等級制度の課題

４）賃金制度の課題 ５）人事評価制度の課題

プログラム内容

開催日時 2025年２月25日（火）13:30∼16:30

開催場所 HOTELグランデはがくれ ハーモニホールA（佐賀市天神2丁目1−36）

申込方法

申込期限：2025年2月18日（火）

※受講申込書（別紙）をFAXまたはメールにてお送りください。

※当日は受講証明書(CPDS)をお渡ししますので運転免許証などの本人確認ができるもの（顔写真付き）・名刺をご

持参ください。

※FAX：0952-25-7317 /メール：kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp

「CPDS認定講習」
3ユニット（予定）

佐賀県 建設・技術課 建設業担当 宇都・高井

TEL：0952-25-7153/ FAX：0952-25-7317
お問い合わせ先
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①

部署・役職名 フリガナ

お名前

②

部署・役職名 フリガナ

お名前

③

部署・役職名 フリガナ

お名前

担当者名

部署・役職名 フリガナ ⾒学希望

お名前
※

部署・役職名 フリガナ ⾒学希望

お名前
※

会社名

建設業許可番号 （大臣・知事）許可  （般・特-       ）第                号

所在地

メールアドレス

ご連絡先

FAX:0952-25-7317 佐賀県 建設・技術課 行

FAX送付先

「若⼿技術者を育成・定着化するしくみづくり」

∼働き⽅改革！若⼿社員が働きやすい職場環境を実現するために~
講座名

開催日時 2025年2月25日（火）13:30∼16:30

開催場所 HOTELグランデはがくれ ハーモニホールA（佐賀市天神2丁目1−36）

申込方法 ※参加者は原則3名までとします

※お預かりした個人情報は、令和6年度建設業若⼿育成支援セミナーのためにのみ使⽤し、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。
※人材育成担当者で参加希望される⽅は、下記の⾒学希望欄（※）に○を付けてください。

※

※

佐賀県 建設・技術課 建設業担当 宇都・高井

TEL：0952-25-7153/ FAX：0952-25-7317
お問い合わせ先
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